
はしがき

近時，国際的な取引や海外への進出の進展に伴い，国際課税の重要性が
ますます高まってきています。しかし，国際課税に関する法律の条文はそ
もそも難解なのに加え，平成２６年度（総合主義から帰属主義へ），平成２９
年度（タックス・ヘイブン対策税制），平成３０年度（恒久的施設関連規
定）と，相次ぐ改正によって複雑さを増しています。
さらに，租税条約の改正や新規締結も頻繁に行われるようになり，とく
に，既存の租税条約を多国間で修正する BEPS防止措置実施条約が２０１９年
１月１日に発効しました。これらの国内税法の改正や租税条約の改正・締
結の多くは，BEPS（税源浸食と利益移転）プロジェクトという租税回避防
止の国際的な動きを受けたものであるため，その解釈と適用にあたり，背
景になった OECDでの議論などを参照する必要があります。
このような状況のなか，この本は国際課税について平易にそして実用的
に説明することを目指し，次のような特徴を有しています。
枠組みの設定
課税関係を検討する大きな枠組みをまず設定し（第１部（総論）），それ
ぞれの場面における課税を検討するときには，その大きな枠組みに沿っ
て，条文を適用する筋道を明らかにしています。
国内税法と租税条約の一体的な検討
国内税法に基づく課税関係が租税条約によって変更されることがしばし
ばあります。そこでこの本では，個々の課税関係を検討するときに，まず
国内税法の検討を行い，その直後にそのつど租税条約の適用関係を解説し
ています。国内税法だけをまずひととおり説明し，租税条約についてはひ
とまとめで別の章を設けるというような構成だと，個々の問題において租
税条約がどのように適用されるかがわかりにくくなるからです。



取引類型別の検討
国際取引を，外国法人の対内取引と内国法人の対外取引に大きく区分し
たうえで，とくにこの本の主要部分（第２部（外国法人の対内取引））で
は，日常的に生じる普通の取引についての課税を，取引類型ごとに整理し
て（例えば，株式の取得，配当，譲渡など）検討しています。「この取引
についてどのように課税されるか」を検討するのが普通の思考の順序であ
り，「第何条によるとこのような所得には課税される」という解説よりも
実用的だと考えるからです。そして，平素問題になることの多い，「この
取引に基づく外国法人への支払いを行うと源泉徴収が必要か」というよう
な地道な問題を広く取り上げています。他方で，特殊な事態を前提にした，
租税回避防止のための制度（タックス・ヘイブン対策税制など）や国際的
な二重課税の防止措置（外国税額控除制度など）については，個別の解説
書も少なからずあるため，概要の説明にとどめています。
条文／参考文献／判決・裁決／クロスレファランス／索引
実用的であることを目指し，資料やデータベースとしても有用な内容に
しています。すなわち，結論だけを示すのではなく，条文を徹底的に引用
し，参考文献を掲げ（疑問があるものには疑問を呈し），関係する判決や
裁決も広く検討しています。また，相互に関連する事項について参照すべ
き項目を，頁を特定して引用しています。さらに，参照したい項目をピン
ポイントで見つけられるように索引を充実させています。
この本が国際的な税務問題を取り扱う読者の方々のお役に立つことを願
います。

なお，この本は従前『外国企業との取引と税務』（第５版，２０１３年）とい
う題名で株式会社商事法務から刊行されていたものをその前身としていま
す。このたびこのような形で再出発することをご快諾いただいた株式会社
商事法務に謹んでお礼を申し上げます。また，仕事を通じいろいろな問題
を提起して著者らをお導きくださった，先輩，同僚，依頼者の方々にもあ



つくお礼を申し上げます。
末筆になりますが，この本の刊行をご快諾いただいた株式会社税務研究
会事業推進本部出版局出版部長奥田守様，綿密なスケジュール管理と校正
の労をおとりいただいた同局次長加藤ルミ子様，そして，さまざまなご支
援をいただいた月刊国際税務編集長大江雄三様に対し，心よりお礼を申し
上げます。

２０１９年１月
著者一同
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第１章 国際税務の基本用語

国際税務を理解するうえで知っておかなければならない用語のうち，重要

なものを説明します。

第１節 国内と国外

第２節 内国法人と外国法人

第３節 居住者と非居住者

第４節 国内源泉所得，外国法人課税所得，国外源泉所得

第５節 恒久的施設

第６節 法人税と所得税

第７節 申告納税と源泉徴収

第８節 総合課税と分離課税

第９節 租税条約

第１０節 BEPS

本章の概要

第１節 国内と国外

１ 意義

法人税法，所得税法などの税法は，国内においてのみ適用されるので，「国内

と「国外」の意味が問題になります。
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２ 定義

「国内」とは「この法律の施行地」を言い（法人税法第２条第１号，所得税法第

２条第１項第１号），「国外」とは「この法律の施行地外の地域」を言うと定義さ

れています（法人税法第２条第２号，所得税法第２条第１項第２号）。したがって，

法律の条文だけからでは同義語反復の感があります。「国内」の意味が問題にな

った裁判において，領海外の大陸棚も日本の主権的権利が及ぶため国内に該当す

ると判断した判決があります１。

第２節 内国法人と外国法人

１ 意義

法人２は，税法上「内国法人」と「外国法人」に分けられます。内国法人と外

１ 東京高裁昭和５９年３月１４日判決（行集３５巻３号２３１頁。いわゆる「オデコ事件」）。
なお，「国内」が問題になった事案ではないものの，日本の実効支配が及んでいな
い領土（竹島）につき鉱区税（地方税法第１７８条以下）の納税義務を否定した判決
があります（東京地裁昭和３６年１１月９日判決，判例時報２８０号１１頁）。

２ 日本の税法には「法人」の定義はありませんが，日本の事業体については，それ
が「法人」であると法律に規定してあれば，税法上も法人に該当します。
外国の事業体が日本の税法において「法人」に該当するかが問題になることがあ
ります。たとえば，外国の「パートナーシップ」という組織が，日本の税法上，組
合に該当し構成員が直接納税義務を負うのか，それとも法人に該当し構成員は直接
納税義務を負わない（したがって，パートナーシップにおいて生じた損失を，構成
員の利益と通算できない）のかにつき裁判例が分かれていました。最高裁は「権利
義務の帰属主体とされることが法人の最も本質的な属性であ」るとして，米国デラ
ウェア州のリミテッド・パートナーシップは権利義務の帰属主体になるため，法人
に該当すると判断しました（最高裁平成２７年７月１７日判決・民集６９巻５号１２５３頁，
判例時報２２７９号９頁）。なお，ケイマンのリミテッド・パートナーシップは組合に
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国法人とは，法人税法上の納税義務と課税所得の範囲に次のような違いがありま

す（所得税法上の取扱いは割愛します）。

すなわち，内国法人はそのあらゆる所得について課税されます（法人税法第４

条第１項，第５条）。

これに対し，外国法人は，その所得のうち国内源泉所得に該当するものについ

て課税されます（法人税法第４条第３項，第９条）。

２ 定義

（１）内国法人

「内国法人」とは，国内に本店または主たる事務所３を有する法人のことです
（法人税法第２条第３号。所得税法第２条第１項第６号も同じ定義）。

該当するとの判決があり（名古屋高裁平成１９年３月８日判決（確定），税務訴訟資
料（２５０号～）２５７号順号１０６４７），バミューダのリミテッド・パートナーシップは組
合に該当するとの判決があります（東京高裁平成２６年２月５日判決（確定），判例
時報２２３５号３頁）。
この最高裁平成２７年判決を受け，国税庁は “The tax treatment under Japanese law

of items of income derived through a U.S. Limited Partnership by Japanese resident

partners”という通知（英文のみ）を公開し，米国のリミテッド・パートナーシッ
プについて，法人に該当するという主張を原則としてしないという立場を表明しま
したが，法人に該当すると判断した最高裁判決との関係で，その意義や効力に疑問
なしとしません。
なお，この本では，外国の法人は日本の株式会社に相当する典型的な法人である
ことを前提にします。

３ 「本店」は会社についての用語で，「主たる事務所」は非営利法人についての用
語です（一般社団法第４条）。一般に，会社（営利法人）であっても非営利法人で
あっても，「登記を設立要件とする法人については，登記簿上の所在地による」と
されています（白井純夫編『平成３０年度図解法人税法』（大蔵財務協会，２０１８）２
頁）。外国の会社が日本に「主たる事務所」を有すると，内国法人に該当するので
はないかとの疑問があるかもしれませんが，会社（営利法人）では「主たる事務
所」は問題にならず，あくまでも登記簿上の本店所在地が問題であり，日本におい

5第１章 国際税務の基本用語



日本の法律に基づいて設立される会社は国内に本店を有する（有しなければな

らない）ので，すべて内国法人に該当します。いわゆる外資系の法人であって

も，日本の会社として設立されているものは内国法人です。

（２）外国法人

「外国法人」とは，内国法人以外の法人（法人税法第２条第４号。所得税法第２

条第１項第７号も同じ定義），すなわち国外に本店または主たる事務所を有する法

人のことです。

外国法人が日本に営業所を設けた場合，登記しなければなりません（会社法第

９３３条）。しかし，それによってその外国法人が内国法人になるわけではなく，そ

の営業所が「恒久的施設」に該当することになります（第５節（１４頁））。

第３節 居住者と非居住者

１ 意義

個人は，税法上「居住者」と「非居住者」に分けられ，「居住者」は，さらに

「非永住者以外の居住者」と「非永住者」に分けられます。なお，「非永住者以外

の居住者」（所得税法第７条第１項第１号）は，通常「永住者」とよばれているの

で，この本でも「永住者」とよびます。

「永住者」「非永住者」「非居住者」の区分に応じ，納税義務と課税所得の範囲

に次のような違いがあります。なお，住民税の取り扱いについては，第４部第１

章第１節３（２）（６６０頁）を参照してください。

て登記されていなければ外国法人に該当します。また，「外国会社」（会社法第２条
第２号，第８１７条以下）として登記されているのであれば，外国会社に該当するこ
とは当然です。
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（１）永住者

永住者は，すべての所得について課税されます（所得税法第５条第１項，第７条

第１項第１号）。

（２）非永住者

非永住者は，その所得のうち，①国外源泉所得以外の所得，および②国外源泉

所得で国内において支払われまたは国外から送金されたものについて課税されま

す（所得税法第５条第１項，第７条第１項第２号）。

（３）非居住者

非居住者は，その所得のうち，国内源泉所得に該当するものについて課税され

ます（所得税法第５条第２項，第７条第１項第３号）。

２ 定義

（１）居住者

「居住者」とは，国内に住所を有しまたは現在まで引き続いて１年以上居所を

有する個人のことです（所得税法第２条第１項第３号）。

「住所」と「居所」は税法自体には定義されておらず，民法に規定されていま

す（民法第２２条）。これを受け，所得税法において「住所」とは客観的事実に基づ

き判定される「生活の本拠」とされています（所得税基本通達２―１）４。また，「居

所」とは，一般に，「生活の本拠」とまではいえないが，ある程度継続して住ん

でいる場所を意味すると解釈されています。

４ 所得税法における「住所」が民法と同一の意義を有するものであるとする判例と
して，大阪高裁昭和６１年９月２５日（訟務月報３３巻５号１２９７頁）があります。また，
相続税法における「住所」が民法と同一の意義を有するものであるとする判例とし
て，最高裁平成２３年２月１８日判決（判例時報２１１１号３頁。いわゆる「武富士事
件」）があります。
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